
　
市
で
は
、
市
民
主
体
の
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
す
る
た
め
、「
市
民
活
動

支
援
セ
ン
タ
ー
」
の
整
備
充
実
に
向

け
た
話
し
合
い
と
、
市
民
と
行
政
と

の
協
働
の
基
本
的
な
ル
ー
ル
づ
く
り

に
つ
い
て
検
討
を
行
っ
て
い
ま
す
。

①「
市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
の
あ

り
方
を
考
え
る
懇
話
会
」
を
設
置

　
昨
年
10
月
か
ら
学
識
経
験
者
、
公

募
市
民
、
市
民
活
動
実
践
者
が
集
ま

り
利
用
者
の
立
場
か
ら
検
討
を
し
て

い
ま
す
。
こ
れ
ま
で
先
進
市
視
察
を

は
じ
め
、
計
５
回
開
催
さ
れ
、
セ
ン

タ
ー
の
機
能
や
運
営
方
法
に
つ
い
て

利
用
者
の
立
場
か
ら
活
発
な
議
論
が

さ
れ
て
い
ま
す
。
８
月
に
は
、
懇
話

会
か
ら
提
言
書
が
出
さ
れ
る
予
定

で
、
こ
れ
を
受
け
て
セ
ン
タ
ー
を
整

備
す
る
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

市
民
活
動
支
援
セ
ン
タ
ー
っ
て

ど
ん
な
施
設
？

　
市
民
の
皆
さ
ん
の
自
主
的
な
公
益

的
活
動
を
応
援
し
て
い
く
施
設
で

す
。
こ
の
施
設
で
は
、
市
民
活
動
に

関
す
る
相
談
や
情
報
発
信
、
市
民
や

団
体
向
け
の
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
講
座
の

開
催
、
団
体
同
士
の
交
流
や
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
ト
な
ど
市
民
活
動
に
お
け

る
さ
ま
ざ
ま
な
支
援
を
行
い
ま
す
。

②「
市
民
協
働
の
推
進
に
関
す
る
条

例
（
仮
称
）
検
討
会
」
を
設
置

　
今
年
３
月
、「
市
民
協
働
の
推
進

に
関
す
る
条
例
（
仮
称
）」
の
制
定

に
向
け
た
検
討
会
を
設
置
し
ま
し

た
。
検
討
会
で
は
、
学
識
経
験
者
や

市
民
活
動
団
体
の
代
表
者
な
ど
10
人

に
よ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
立
場
か
ら
議

論
し
、
市
民
の
役
割
、
行
政
の
役
割

な
ど
の
ま
ち
づ
く
り
の
基
本
的
な

ル
ー
ル
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
に

し
て
い
ま
す
。

な
ぜ
こ
の
よ
う
な
条
例
が

必
要
な
の
？

▽
市
民
ニ
ー
ズ
の
複
雑
多
様
化

　
社
会
経
済
情
勢
の
変
化
に
よ
り
市

民
ニ
ー
ズ
が
複
雑
・
多
様
化
し
、
こ

れ
ら
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
効
果

的
な
施
策
、
事
業
の
展
開
が
求
め
ら

れ
て
い
ま
す
。

▽
市
民
意
識
の
高
ま
り

　
新
た
な
公
共
サ
ー
ビ
ス
の
担
い
手

と
し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
や
市
民
活
動

団
体
の
活
動
が
盛
ん
に
な
っ
て
お

り
、
ま
ち
づ
く
り
に
対
す
る
市
民
意

識
が
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

　
こ
の
よ
う
な
社
会
的
な
背
景
に
よ

り
、
ま
ち
づ
く
り
を
進
め
る
う
え
で

市
民
と
行
政
の
役
割
分
担
を
明
確
に

し
た
ル
ー
ル
が
必
要
と
な
っ
て
い
ま

す
。

　
な
お
、
い
ず
れ
の
会
議
も
公
開
で

行
わ
れ
て
お
り
、
誰
で
も
傍
聴
で
き

ま
す
。
開
催
日
程
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

問
合　
人
権
市
民
協
働
課
（
市
役
所

１
階
２
番
窓
口
）

　自治会加入を呼びかけるため、ポスターと
リーフレットを作成し、市内掲示板などに
貼っています。リーフレットには自治会活動
に関するさまざまな情報を掲載しています。

　東日本大震災を経験した今、私たちは人との絆の大切さ
をいっそう考えるようになりました。その絆を育む身近な
組織として自治会があります。
【自治会が果たしている役割】
①安心・安全なまちづくり～災害時や犯罪から地域を守る
▷防災・減災
　阪神淡路大震災では、倒壊した家屋から多くの人が救出
されましたが、その多くは自治会の人たちによるものでし
た。いざというときに備えて、自治会では日ごろから訓練
を実施しています。また、会員の情報を元に行動できるので、
迅速な対応をとることができます。
▷防犯灯や見守り隊
　夜のまちを明るく照らす防犯灯が市内約 3,500 灯ありま
すが、そのほとんどの設置、維持管理は自治会が行ってい
ます。また、下校する子どもの見守りや、年末夜警など、
地域の安全なまちづくりを担っています。
②地域の衛生活動～資源ごみ無料回収を取りまとめ

　自治会では、市内一斉清掃「ごみゼロ大作戦」に積極的
に参加して地域の清掃活動を行ったり、資源ごみの無料回
収を実施したりと、まちの美化に大きく貢献しています。
③地域情報の提供～地域情報満載の回覧など
　回覧板や広報いずみおおつの配布などを通じて地域の情
報を届けるのも自治会の役割です。特に、回覧板にはその
地域に密接した情報が満載で住民にとって重要なものと
なっています。その他にも地域の交流・親睦を図るイベン
トの開催なども多くの自治会で行われています。

問合　人権市民協働課（市役所１階２番窓口）

「市民が主役のまちづくり」
を進めています！

地域の絆を育む「自治会」
地域のつながりの大切さが見直されています

自治会加入促進ポスターと
リーフレットを作成

市では、市民が主役となるまちづくりを進めるため、２つの取り組み
を行っています。一つは、市民の皆さんの自主的な活動をいろいろな
面で応援する「市民活動支援センター」の役割の検討。もう一つは市
民と行政の役割などまちづくりのルール（条例）の内容の検討です。

↓リーフレット
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料
金
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泉
大
津
支
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承
　
　
   認

差
出
有
効
期
間

平
成
26年

６
月

１
日
か
ら
平
成

26年
６
月
30日

ま
で切
手
を
は
ら
ず
に

お
出
し
く
だ
さ
い
。
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（山折り②）

（山折り①）

泉大津市役所　秘書広報課 行

よりよい泉大津市をつくるため、皆さんのご意見をお寄せください！

送付方法

（
切
り
取
り
線
→
）

よりよい泉大津市をつくるために、皆さんのご意見をお聞かせください！

　市民の皆さんから市政についての幅広いご意見をいただく「市長への提言」を実施します。
　皆さんから寄せられたご意見・アイデアなどは、市長が直接拝見し、今後の市の施策の参考と
させていただきます。
　なお、ご意見などに対して回答が必要なもので、発信者の連絡先が明記されているものは、担
当課より回答させていただきます。
　また、いただいたご意見などの中からいくつかを後日広報紙でご紹介します。
問合　秘書広報課（市役所４階）
　

締切＝　6 月 13 日㈮（当日消印有効）

① 裏面に住所・氏名・年齢・電話番号、あなたのご意見をご記入ください。

② このページを切り取ってください。

③郵送またはファクスで秘書広報課へ送付ください。
▷郵送…この面の「山折り線」にしたがい、「山折り①」→「山折り②」の順に折ります。裏面の「のりしろ」
にのりを貼っていただき、封筒を作り、切手を貼らずにそのままポストへご投函ください。
▷ファクス…裏面（アンケート面）のみを、秘書広報課（21・0412）へ送信してください。
※メールでも受け付けます…郵送・ファクスのほか、メールでもご意見を募集します。その際はメールの
タイトルを「市長への提言」としてください。
　メールアドレス＝hisyokouhou@city.izumiotsu.osaka.jp

７



市 長 へ の 提 言 （回答が必要な場合は連絡先を明記してください）

FAX：0725－21－0412 （泉大津市 秘書広報課 宛）

氏　名

泉大津市住　所

のりしろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

の
り
し
ろ

〒595ー

FAX の場合はこの面を
送信してください。

について

年齢　　　歳

☎（　　　ー　　　　　　　）

可燃ごみをもっと減らそう！
「雑がみ」は資源ごみとして、可燃ごみとは別にお出しください

これらは雑がみです！ 「資源ごみ」で出してください

▷ティッシュペーパーの箱、お菓
子や食品の箱・包装紙、封筒類
（個人情報は除いてください）
▷トイレットペーパー、ラップの
芯

▷メモ用紙（名刺サイズ以上）
▷チラシ類

　平成 25 年度の家庭から出る可燃ごみの量（速報値）は、
1 万 1,769 トンでした。前年度（平成 24 年度）は 1 万
1,918ｔで、比較すると 1.3％の減量でしたが、可燃ごみ
指定袋の有料化以後３年が経過し、ごみの減量効果は鈍化
しています。
　しかし、まだまだごみは減量できます。市では、年に４回、
家庭から出る可燃ごみを運んでいるパッカー車のごみを検
査しており、平成 25 年度の結果（速報値）では、「紙類」
が 38.97％と約４割を占めています。資源となる紙類が、
まだまだ可燃ごみとして出されているのです。
　ティッシュペーパーの箱やお菓子の箱、トイレットペー
パーやラップの芯、プリントや封筒類、名刺サイズ以上の
ものは「雑がみ」として分別するようお願いします。なお、
ティッシュの箱のビニール部分や、封筒の窓付きのセロハ

ン部分は可燃ごみです。
　雑がみ類は「資源ごみの日」または「有価物集団回収」
に参加している人は地域の有価物集団回収日にお出しくだ
さい。

問合　環境課（市役所２階21番窓口）

有価物集団回収の新規登録団体を募集します！
回収量に応じ市から助成金があります
　有価物集団回収とは、自治会や子ども会などのグループで
回収の場所・日時をあらかじめ決めておき、家庭から出る資
源ごみを再生資源業者に引き渡すリサイクル活動で、回収量
に応じて市から助成金が支給されます。詳しくは環境課まで
お問い合わせください。

６月は環境月間　「環境展」を実施します！ 
　ごみの減量や環境問題に関するパネルなどを展示す
る「環境展」を実施します。
期間　６月16日㈪～20日㈮（市役所開庁時間の開催。
最終日のみ午後３時終了）
場所　市役所１階市民ロビー　

ファミリー･サポート･センター
みんなで輪になって子育て！ あなたも参加しませんか？

ファミリー・サポート・センターとは？
　子育てを援助してほしい人（依頼会員）と、子育ての援
助を行いたい人（提供会員）からなる地域で子育てを相互
援助する会員組織です。
　現在、保育施設や習い事への送迎、学童保育終了後の預
かりなど、さまざまな子育て支援を行っています。
会員の種類は？
▷依頼会員（子育ての援助を受けたい人）…原則として、
市内在住で生後３か月以上小学校６年生までの子どもがい
る人
▷提供会員（子育ての援助を行いたい人）…市内および本
市に隣接する市・町に在住し、自宅で子どもを預かれる人で、
心身ともに健康な 65 歳ぐらいまでの人。なお資格・性別は
問いません
▷両方会員…依頼会員と提供会員の両方を兼ねる人
援助ご利用について
料金　１時間 700 円（事故に備え、会員は補償保険に加入
しています）
会員登録には講習会の受講が必要です　受講生募集！
場所　総合福祉センター　（東雲町９－15　市役所北隣）　
受講料  無料
申込 　６月 25 日㈬（土・日曜日、祝日を除く）までに、
いずみおおつファミリー･サポート･センター（総合福祉セ

ンター内）へ。電話申し込み可
　なお、「提供会員」および「両方会員」の講習については、
受講者が10人未満の場合は中止します。
　講習中は、お子さんの一時保育を行います。希望者は事
前にお申し込みください。
問合　いずみおおつファミリー・サポート・センター（☎
22・4152〈よいこに〉）
※開所時間　月～金曜日、午前９時～午後５時

６月30日㈪
午前９時30分～正午

７月１日㈫
午前９時30分～11時30分

７月２日㈬
午前9時30分～11時30分

６月29日㈰
午前９時30分～11時30分

依頼会員
提供会員
両方会員
提供会員
両方会員
提供会員
両方会員
提供会員
両方会員

緊急時の対応と処置
事故予防と子どもの病気
子どもの発達と心理
子どもの虐待
保育のあり方
あそび方について

ファミリー・サポート・
センターのしくみ

日　程 内　容対象会員

■ ファミリー･サポート･センターの講習会日程表

11 広報いずみおおつ　平成26年6月号

▷市長への提言／可燃ごみを減らそう／ファミリー･サポート･センター



●
平
成
26
年
度
市
・
府
民
税
（
個
人

住
民
税
）
の
主
な
改
正
点
６
つ

①
均
等
割
の
税
率
の
特
例

　
東
日
本
大
震
災
を
踏
ま
え
、
防
災

施
策
に
要
す
る
費
用
の
財
源
を
確
保

す
る
た
め
、
平
成
26
年
度
か
ら
市
民

税
の
均
等
割
の
税
率
が
５
０
０
円
引

き
上
げ
ら
れ
ま
す
。
こ
の
特
例
は
平

成
26
〜
35
年
度
ま
で
に
限
り
ま
す
。

　
な
お
、
府
民
税
に
つ
い
て
も
同
様

に
均
等
割
の
税
率
に
５
０
０
円
が
加

算
さ
れ
ま
す
。

特
例
期
間　
平
成
26
〜
35
年
度
の 

10
年
間

特
例
内
容　
▽
市
民
税
の
均
等
割
額 

…

現
行
の
標
準
税
率
３
０
０
０
円
に

５
０
０
円
加
算
し
た
金
額　
▽
府
民

税
の
均
等
割
額…

現
行
の
標
準
税
率

１
０
０
０
円
に
５
０
０
円
加
算
し
た

金
額

②
給
与
所
得
控
除
の
改
正
（
給
与
所

得
控
除
の
上
限
設
定
）

　
そ
の
年
中
の
給
与
な
ど
の
収
入
金

額
が
１
５
０
０
万
円
を
超
え
る
場
合

の
給
与
所
得
控
除
額
に
、
２
４
５
万

円
の
上
限
が
設
け
ら
れ
ま
し
た
。

適
用　
▽
所
得
税…

平
成
25
年
分
か

ら　
▽
市
・
府
民
税…

平
成
26
年
度

か
ら

③
年
金
所
得
者
の
寡
婦
（
夫
）
控
除

に
係
る
申
告
手
続
の
簡
素
化

　
公
的
年
金
な
ど
に
係
る
所
得
以
外

の
所
得
が
な
か
っ
た
人
が
寡
婦（
夫
）

控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
、
年

金
保
険
者
（
日
本
年
金
機
構
や
共
済

組
合
な
ど
）
に
提
出
す
る
扶
養
控
除

申
告
書
に
記
載
が
あ
る
場
合
は
、市
・

府
民
税
申
告
書
の
提
出
が
不
要
と
な

り
ま
し
た
。

注
意

⑴
年
金
保
険
者
に
提
出
す
る
扶
養
控

除
申
告
書
に
「
寡
婦
（
夫
）」
の

記
載
を
忘
れ
た
り
、
扶
養
控
除
申

告
書
を
提
出
し
な
か
っ
た
場
合
は

「
寡
婦
（
夫
）」
控
除
は
適
用
に
な

り
ま
せ
ん
。
こ
の
場
合
、
控
除
の

適
用
に
は
確
定
申
告
ま
た
は
市
・

府
民
税
申
告
が
必
要
で
す
。

⑵
公
的
年
金
以
外
に
所
得
が
あ
る
場

合
や
扶
養
控
除
、
障
害
者
控
除
お

よ
び
「
寡
婦
（
夫
）」
控
除
以
外

の
控
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合

に
は
確
定
申
告
ま
た
は
市
・
府
民

税
申
告
が
必
要
で
す
。
次
の
要
件

を
満
た
し
て
い
る
こ
と
が
条
件
で

す
。
該
当
す
る
人
は
確
認
を
お
願

い
し
ま
す
。

▽
寡
婦
控
除
（
控
除
額
26
万
円
）

⑴
夫
と
死
別
・
離
婚
し
た
後
再
婚
し

て
お
ら
ず
、
扶
養
親
族
や
総
所
得

金
額
な
ど
の
合
計
額
が
38
万
円
以

下
の
生
計
を
と
も
に
し
て
い
る
子

の
あ
る
人

⑵
夫
と
死
別
し
た
後
再
婚
し
て
お
ら

ず
、
合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万

円
以
下
の
人

▽
特
別
寡
婦
控
除（
控
除
額
30
万
円
）

　
前
述
の
⑴
に
該
当
し
（
扶
養
親
族

で
あ
る
子
を
有
す
る
場
合
に
限
る
）、

か
つ
合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万
円

以
下
の
人

▽
寡
夫
控
除(

控
除
額
26
万
円)

　
次
の
す
べ
て
に
該
当
す
る
場
合

⑴
妻
と
死
別
・
離
婚
し
た
後
再
婚
し

て
お
ら
ず
、
生
計
を
と
も
に
し
て

い
る
総
所
得
金
額
な
ど
の
合
計
額

が
38
万
円
以
下
の
子
が
あ
る
人

⑵
合
計
所
得
金
額
が
５
０
０
万
円
以

下
で
あ
る
人

　
な
お
、
本
人
が
寡
婦
（
夫
）
で
前

年
の
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万
円

以
下
の
場
合
、
個
人
住
民
税
は
非
課

税
で
す
。
本
人
が
障
が
い
者
・
未
成

年
で
、
合
計
所
得
金
額
が
１
２
５
万

円
以
下
の
場
合
も
非
課
税
で
す
。

④
給
与
所
得
者
の
特
定
支
出
控
除
の

見
直
し

　
特
定
支
出
の
範
囲
に
次
の
支
出
を

追
加
し
ま
し
た
。

⑴
職
務
の
遂
行
に
直
接
必
要
な
弁
護

士
、
公
認
会
計
士
、
税
理
士
な
ど

の
資
格
取
得
費

⑵
図
書
の
購
入
費
、
職
場
で
着
用
す

る
衣
服
の
衣
服
費
、
職
務
に
通
常

必
要
な
交
際
費
で
、
職
務
の
遂
行

に
直
接
必
要
な
も
の
と
し
て
給
与

な
ど
の
支
払
者
に
よ
る
証
明
が
さ

れ
た
も
の
（
上
限
65
万
円
） 

⑤
ふ
る
さ
と
寄
附
金
の
控
除
額
の
見

直
し

　
平
成
25
年
か
ら
国
税
で
復
興
特
別

所
得
税
が
課
税
さ
れ
、
平
成
26
〜
50

年
度
ま
で
の
個
人
住
民
税
は
、
寄
附

金
税
額
控
除
額
の
算
定
に
用
い
る
所

得
税
の
税
率
に
復
興
特
別
所
得
税
率

（
２
・
１
％
）
を
乗
じ
て
得
た
率
が

加
算
さ
れ
ま
す
。

⑥
給
与
支
払
報
告
書
お
よ
び
公
的
年

金
支
払
報
告
書
の
電
子
デ
ー
タ
に
よ

る
提
出
の
義
務
化

　
平
成
23
年
度
税
制
改
正
に
よ
り
、

国
税
に
お
い
て
前
々
年
の
法
定
調
書

の
提
出
が
１
０
０
０
枚
以
上
の
も
の

は
、
法
定
調
書
の
光
デ
ィ
ス
ク
（
フ

ロ
ッ
ピ
ー
デ
ィ
ス
ク
や
Ｃ
Ｄ
ー
Ｒ
）

な
ど
に
よ
る
提
出
が
義
務
づ
け
ら
れ

ま
し
た
。

　
こ
れ
を
踏
ま
え
、
平
成
24
年
度
税

制
改
正
に
よ
り
、
国
税
に
お
い
て
光

デ
ィ
ス
ク
な
ど
に
よ
る
提
出
が
義
務

づ
け
ら
れ
た
も
の
は
、
市
・
府
民
税

に
お
い
て
も
、
平
成
26
年
１
月
１
日

以
降
に
市
に
提
出
す
る
給
与
支
払
い

報
告
書
を
、ｅ
Ｌ
Ｔ
Ａ
Ｘ（
エ
ル
タ
ッ

平成 26年度　市･府民税の
納税通知書を送付します
平成 26 年度の納税通知書を６月上旬に送付します。個人市･府民税は
前年中の所得をもとに計算され、１月１日現在市内にお住まいの人に対
して課税されます。今年度の市・府民税の主な改正点と、公的年金から
の「特別徴収」についてお知らせします。

12

ク
ス
）
ま
た
は
光
デ
ィ
ス
ク
な
ど
に

よ
り
提
出
す
る
こ
と
が
義
務
づ
け
ら

れ
ま
し
た
。

●
公
的
年
金
か
ら
の
市
・
府
民
税
の

特
別
徴
収
（
引
き
落
と
し
）
制
度
に

つ
い
て

①
す
で
に
「
公
的
年
金
か
ら
の
市
・

府
民
税
の
特
別
徴
収
」
が
開
始
さ
れ

て
い
る
人

　
今
年
２
月
の
特
別
徴
収
税
額
と
同

額
を
、
４
月
、
６
月
、
８
月
支
給
の

公
的
年
金
か
ら
引
き
続
き
特
別
徴
収

し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
「
仮
特
別
徴

収
」
と
い
い
、
こ
の
税
額
を
「
仮
特

別
徴
収
税
額
」
と
い
い
ま
す
。

　
平
成
26
年
度
10
月
以
降
の
特
別
徴

収
税
額
は
、
今
年
度
の
公
的
年
金
に

対
す
る
税
額
か
ら
、
４
月
、
６
月
、

８
月
に
特
別
徴
収
す
る
「
仮
特
別
徴

収
税
額
」
を
差
し
引
い
た
残
り
の
税

額
と
な
り
ま
す
。

　
「
仮
特
別
徴
収
税
額
」
お
よ
び
「
特

別
徴
収
税
額
」
は
、
納
税
通
知
書
の

表
紙
お
よ
び
課
税
明
細
書
に
記
載
し

て
い
ま
す
の
で
、ご
確
認
く
だ
さ
い
。

　
な
お
、
平
成
25
年
度
に
税
額
変
更

な
ど
に
よ
り
特
別
徴
収
が
停
止
と

な
っ
て
い
る
人
は
、
第
１
期
分
と
第

２
期
分
は
「
普
通
徴
収
（
納
付
書
や

口
座
振
替
な
ど
に
よ
る
納
付
）」、
10

月
以
降
は
「
公
的
年
金
か
ら
の
特
別

徴
収
」
と
な
り
ま
す
の
で
ご
了
承
く

だ
さ
い
。
ま
た
、
平
成
26
年
１
月
２

日
以
降
に
他
市
町
村
へ
転
出
し
た
人

ま
た
は
本
市
に
転
入
し
た
人
は
、
今

年
度
は
公
的
年
金
か
ら
の
特
別
徴
収

は
さ
れ
ま
せ
ん
。

② 

平
成
26
年
度
か
ら
初
め
て
「
公

的
年
金
か
ら
の
市
・
府
民
税
の
特
別

徴
収
」
が
開
始
さ
れ
る
人

　
平
成
26
年
４
月
１
日
現
在
65
歳
以

上
の
人
の
う
ち
、
年
金
所
得
に
対
し

て
市
・
府
民
税
額
が
発
生
す
る
人
は
、

今
年
の
10
月
以
降
に
支
給
さ
れ
る
公

的
年
金
か
ら
、「
公
的
年
金
に
対
す

る
市
・
府
民
税
額
」
を
引
き
落
と
し

ま
す
。
こ
れ
を
「
公
的
年
金
か
ら
の

市
・
府
民
税
の
特
別
徴
収
」
と
い
い

ま
す
。

　
な
お
、
特
別
徴
収
す
る
の
は
「
公

的
年
金
に
対
す
る
市
・
府
民
税
」
の

み
で
、
他
に
不
動
産
所
得
や
営
業
所

得
な
ど
が
あ
る
場
合
は
、
そ
れ
ら
に

対
す
る
税
額
は
給
与
か
ら
の
特
別
徴

収
（
給
与
天
引
き
）
ま
た
は
普
通
徴

収
（
納
付
書
や
口
座
振
替
等
に
よ
る

納
付
）
と
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意

く
だ
さ
い
。

対
象
者　
平
成
26
年
４
月
１
日
現
在

65
歳
以
上
の
年
金
受
給
者
で
、
年
金

に
対
す
る
税
額
が
発
生
す
る
人

　
な
お
、
老
齢
基
礎
年
金
な
ど
の
支

払
い
が
年
間
18
万
円
未
満
の
人
や
、

介
護
保
険
料
が
公
的
年
金
か
ら
特
別

徴
収
さ
れ
て
い
な
い
人
な
ど
は
、
特

別
徴
収
の
対
象
と
な
り
ま
せ
ん
。

　
特
別
徴
収
対
象
者
に
は
、
納
税
通

知
書
の
表
紙
に
、「
公
的
年
金
か
ら

の
特
別
徴
収
税
額
」、「
特
別
徴
収
を

行
う
公
的
年
金
の
種
類
及
び
支
払
者

の
名
称
」
な
ど
を
記
載
し
て
い
ま
す

の
で
、
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

特
別
徴
収
が
行
わ
れ
る
年
金　
老
齢

ま
た
は
退
職
を
支
払
事
由
と
す
る
公

的
年
金

特
別
徴
収
が
開
始
さ
れ
る
時
期　
平

成
26
年
10
月
に
支
給
さ
れ
る
公
的
年

金
か
ら

特
別
徴
収
税
額　
「
公
的
年
金
に
対

す
る
年
税
額
の
２
分
の
１
」
の
額

　
残
り
の
２
分
の
１
は
、
第
１
期
分

と
第
２
期
分
に
分
け
て
、
６
月
お
よ

び
８
月
に
普
通
徴
収
（
納
付
書
や
口

座
振
替
な
ど
に
よ
る
納
付
）
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。

仮
特
別
徴
収
税
額　
仮
特
別
徴
収
税

額
は
、
前
記
の
「
①
す
で
に
「
公
的

年
金
か
ら
の
市
・
府
民
税
の
特
別
徴

収
」
が
開
始
さ
れ
て
い
る
人
」
の
欄

を
参
照

問
合　
税
務
課
（
市
役
所
１
階
７
番

窓
口
）

特別な事情などがある場合は
市税の減免が受けられますので、ご相談を

お済みですか？
扶養控除などの申告
まだの人は申告により税額が
低く抑えられる場合も

　申告期限内（３月 17 日まで）に、
配偶者控除や扶養控除、社会保険料や
生命保険料・地震保険料の申告済みの
人は、申告内容が市・府民税額の決定
に反映されています。まだ申告をして
いない人は、申告をすることで税額を
低く抑えることができる場合がありま
す。それらの金額が分かる証明書など
と印鑑を持参のうえ、ご相談ください。
問合　税務課（市役所１階７番窓口）

　不慮の災害にあった場合や、生活保護法による扶助を受ける人、その他特
別な事情により納付が困難な人は、その状況により市税の納期を延ばしたり、
分割納付や税額を減免する制度がありますのでご相談ください。
　減免申請は、原則、その税の納期限の７日前までに提出しなければなりま
せん。
主な減免要件
●個人市・府民税
▷生活保護法の扶助や、貧困により生活のため公私の扶助を受ける人　▷当
該年において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった人、また
はこれに準ずると認められる人　▷学生および生徒　▷不慮の災害により納
税の能力を喪失した人　▷以上に類する人で特別の事情のある人
●固定資産税・都市計画税
▷貧困により生活のため公私の扶助を受ける人　▷災害により使用できない
固定資産を有する人　▷営利を目的としない法人が直接公益の用に供する固
定資産（有料で使用するものを除く）　▷不慮の災害により納税の能力を喪失
した人　▷以上に類する人で特別の事情のある人
問合　税務課市民税係・固定資産税係（市役所１階７番窓口）
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次
の
要
件
を
満
た
す
、
居
住
部
分

へ
の
耐
震
改
修
工
事
を
行
っ
た
場

合
、
そ
の
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

対
象
住
宅　
昭
和
57
年
１
月
１
日
以

前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅　

工
事
実
施
期
間　
平
成
18
年
１
月
１

日
〜
平
成
27
年
12
月
31
日

減
額
内
容　
一
戸
当
た
り
１
２
０
㎡

相
当
分
ま
で
の
２
分
の
１
の
額
を
翌

年
度
か
ら
一
定
期
間
（※

）
減
額

※

減
額
期
間　

▽
平
成
22
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
24

年
12
月
31
日
ま
で
に
改
修
し
た
場

合…

２
年
度
分

▽
平
成
25
年
１
月
１
日
か
ら
平
成
27

年
12
月
31
日
ま
で
に
改
修
し
た
場

合…

１
年
度
分

　
た
だ
し
、
建
築
物
の
耐
震
改
修
の

促
進
に
関
す
る
法
律
に
掲
げ
る
通
行

障
害
既
存
耐
震
不
適
格
建
築
物
に
該

当
す
る
も
の
は
、
当
該
耐
震
改
修
が

完
了
し
た
年
の
翌
年
度
か
ら
２
年
度

分
。

要
件

▽
建
築
基
準
法
に
基
づ
く
現
行
の
耐

震
基
準
に
適
合
さ
せ
る
よ
う
な
改

修
工
事
で
あ
る
こ
と

▽
改
修
工
事
費
用
が
１
戸
当
た
り
50

万
円
超
（
工
事
の
完
了
ま
た
は
工

事
の
契
約
締
結
日
が
平
成
25
年
３

月
31
日
以
前
の
も
の
に
つ
い
て
は

30
万
円
以
上
）
で
あ
る
こ
と

▽
居
住
部
分
の
床
面
積
が
そ
の
住
宅

全
体
の
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上

で
あ
る
こ
と

申
請
方
法　
次
の
書
類
を
添
付
し
て

改
修
工
事
終
了
後
３
か
月
以
内
に
申

告
書
を
税
務
課
固
定
資
産
税
係
へ
提

出▽
市
、
建
築
士
（
登
録
建
築
事
務
所

に
所
属
す
る
人
に
限
る
）、
指
定

確
認
検
査
機
関
、
登
録
住
宅
性
能

評
価
機
関
が
発
行
し
た
耐
震
基
準

適
合
証
明
書
、
あ
る
い
は
、
登
録

住
宅
性
能
評
価
機
関
が
発
行
し
た

住
宅
性
能
評
価
書

※

耐
震
等
級
に
係
る
評
価
が
等
級

１
、
等
級
２
ま
た
は
等
級
３
で

あ
る
も
の
に
限
る

※
市
が
証
明
書
を
発
行
で
き
る
の

は
、
市
か
ら
泉
大
津
市
木
造
住

宅
耐
震
改
修
補
助
金
を
受
け
て

耐
震
改
修
を
行
っ
た
と
き
の

み
。
こ
の
場
合
、
ま
ち
づ
く
り

政
策
課
で
証
明
書
を
発
行

▽
耐
震
改
修
工
事
の
内
容
お
よ
び
耐

震
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用
の
額

を
確
認
で
き
る
書
類
（
平
成
25
年

３
月
31
日
以
前
に
30
万
円
以
上
50

万
円
以
下
で
耐
震
改
修
工
事
の
契

約
締
結
を
行
っ
た
場
合
、
そ
の
契

約
日
を
確
認
で
き
る
書
類
も
必

要
）

そ
の
他
注
意
事
項

▽
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
、
省
エ
ネ
改

修
工
事
に
伴
う
固
定
資
産
税
の
減

額
措
置
と
重
複
し
て
同
時
に
適
用

を
受
け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

▽
マ
ン
シ
ョ
ン
な
ど
の
場
合
、
建
物

全
体
で
耐
震
基
準
に
適
合
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す

▽
居
住
部
分
以
外
の
部
分
を
有
す
る

住
宅
の
場
合
、
居
住
部
分
の
床
面

積（
１
戸
あ
た
り
最
大
１
２
０
㎡
）

の
、
そ
の
住
宅
全
体
の
床
面
積
に

対
す
る
割
合
に
相
当
す
る
固
定
資

産
税
額
が
減
額
対
象
と
な
り
ま
す

▽
都
市
計
画
税
は
減
額
措
置
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

　
次
の
要
件
を
満
た
す
、
居
住
部
分

へ
の
省
エ
ネ
改
修
工
事
を
行
っ
た
場

合
、
そ
の
住
宅
に
係
る
固
定
資
産
税

額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

対
象
住
宅　
平
成
20
年
１
月
１
日
以

前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅

を
除
く
）

工
事
実
施
期
間　
平
成
20
年
４
月
１

日
〜
平
成
28
年
３
月
31
日

減
額
内
容　
一
戸
当
た
り
１
２
０
㎡

相
当
分
ま
で
の
３
分
の
１
の
額
を
翌

年
度
に
限
り
減
額

要
件　

▽
次
の
①
か
ら
④
ま
で
の
改
修
工
事

の
う
ち
、①
を
含
む
改
修
工
事
を

行
い
、
改
修
工
事
に
よ
り
そ
れ
ぞ

れ
の
部
位
が
現
行
の
省
エ
ネ
基
準

に
新
た
に
適
合
す
る
こ
と
。

①
窓
の
改
修
工
事

②
床
の
断
熱
改
修
工
事

③
天
井
の
断
熱
改
修
工
事

④
外
壁
の
断
熱
改
修
工
事

▽
当
該
改
修
工
事
費
用
が
50
万
円
超

（
工
事
の
完
了
ま
た
は
工
事
の
契

約
締
結
が
平
成
25
年
３
月
31
日
以

前
の
も
の
に
つ
い
て
は
30
万
円
以

上
）
で
あ
る
こ
と

▽
居
住
部
分
の
床
面
積
が
、
そ
の
住

宅
全
体
の
床
面
積
の
２
分
の
１
以

上
で
あ
る
こ
と

申
請
方
法　
次
の
書
類
を
添
付
し
て

改
修
工
事
終
了
後
３
か
月
以
内
に
申

告
書
を
税
務
課
固
定
資
産
税
係
へ
提

出▽
省
エ
ネ
改
修
工
事
の
内
容
お
よ
び

省
エ
ネ
改
修
工
事
に
要
し
た
費
用

を
証
す
る
書
類

▽
建
築
士
（
登
録
建
築
士
事
務
所
に

所
属
す
る
人
に
限
る
）、
指
定
確

認
検
査
機
関
又
は
登
録
住
宅
性
能

特定の改修工事を行うと
固定資産税が減額されます

◎耐震改修工事　◎省エネ改修工事　◎バリアフリー改修工事

耐
震
改
修
工
事

省
エ
ネ
改
修
工
事

これらを行った場合は、税務課へ必要書類とともに申請をお願いします。
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評
価
機
関
が
発
行
し
た
現
行
の
省

エ
ネ
基
準
に
適
合
し
て
い
る
証
明

書
そ
の
他
注
意
事
項

▽
耐
震
改
修
工
事
に
伴
う
固
定
資
産

税
の
減
額
措
置
、
ま
た
は
新
築
住

宅
に
係
る
固
定
資
産
税
の
減
額
措

置
と
重
複
し
て
同
時
に
適
用
を
受

け
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

▽
過
去
に
省
エ
ネ
改
修
工
事
に
伴
う

固
定
資
産
税
の
減
額
措
置
の
適
用

を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
住
宅
は
適

用
を
受
け
ら
れ
ま
せ
ん
。

▽
居
住
部
分
以
外
の
部
分
を
有
す
る

住
宅
の
場
合
、
住
宅
全
体
の
床
面

積
に
対
す
る
居
住
部
分
の
床
面
積

（
１
戸
あ
た
り
最
大
１
２
０
㎡
）

の
割
合
に
相
当
す
る
固
定
資
産
税

額
が
減
額
の
対
象
と
な
り
ま
す

▽
都
市
計
画
税
は
減
額
措
置
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

　
次
の
要
件
を
満
た
す
、
居
住
部
分

へ
の
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
を

行
っ
た
場
合
、
そ
の
住
宅
に
係
る
固

定
資
産
税
額
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

対
象
住
宅　
平
成
19
年
１
月
１
日
以

前
に
建
築
さ
れ
た
住
宅
（
賃
貸
住
宅

を
除
く
）

工
事
実
施
期
間　
平
成
19
年
４
月
１

日
〜
平
成
28
年
３
月
31
日

減
額
内
容　

１
０
０
㎡
相
当
分
ま
で

の
３
分
の
１
の
額
を
翌
年
度
に
限
り

減
額

要
件

▽
改
修
工
事
を
行
っ
た
居
住
部
分
に

65
歳
以
上
の
人
、
介
護
保
険
法
の

要
介
護
も
し
く
は
要
支
援
の
認
定

を
受
け
て
い
る
人
、
ま
た
は
一
定

の
障
が
い
の
あ
る
人
が
居
住
す
る

こ
と

▽
改
修
工
事
の
内
容
が
、
通
路
ま
た

は
出
入
り
口
の
拡
幅
、
階
段
の
勾

配
の
緩
和
、
浴
室
の
改
良
、
便
所

の
改
良
、
手
す
り
の
取
り
付
け
、

床
の
段
差
の
解
消
、
引
き
戸
へ
の

取
り
替
え
、
ま
た
は
床
表
面
の
滑

り
止
め
化
で
あ
る
こ
と 

▽
改
修
工
事
費
用
が
、
補
助
金
な
ど

を
除
き
、
50
万
円
超
（
工
事
の
完

了
ま
た
は
工
事
の
契
約
締
結
が
平

成
25
年
３
月
31
日
以
前
の
も
の
に

つ
い
て
は
30
万
円
以
上
）
で
あ
る

こ
と

▽
居
住
部
分
の
床
面
積
が
そ
の
住
宅

全
体
の
床
面
積
の
２
分
の
１
以
上

で
あ
る
こ
と

申
請
方
法　
次
の
書
類
を
添
付
し
て

改
修
工
事
終
了
後
３
か
月
以
内
に
申

告
書
を
税
務
課
固
定
資
産
税
係
へ
提

出

▽
居
住
者
の
要
件
を
確
認
で
き
る
書

類
▽
改
修
工
事
の
内
容
お
よ
び
改
修
工

事
に
要
し
た
費
用
の
額
を
確
認
で

き
る
書
類

▽
改
修
工
事
を
行
っ
た
箇
所
の
工
事

前
後
の
写
真

そ
の
他
注
意
事
項

▽
耐
震
改
修
工
事
に
伴
う
固
定
資
産

税
の
減
額
措
置
ま
た
は
新
築
住
宅

に
係
る
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

と
重
複
し
て
同
時
に
適
用
を
受
け

る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん

▽
過
去
に
バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事

に
伴
う
固
定
資
産
税
の
減
額
措
置

の
適
用
を
受
け
た
こ
と
の
あ
る
住

宅
は
適
用
を
受
け
る
こ
と
は
で
き

ま
せ
ん

▽
居
住
部
分
以
外
を
有
す
る
住
宅
の

場
合
、
住
宅
全
体
の
床
面
積
に
対

す
る
居
住
部
分
の
床
面
積
（
１
戸

あ
た
り
最
大
１
０
０
㎡
）
の
割
合

に
相
当
す
る
固
定
資
産
税
額
が
減

額
の
対
象
と
な
り
ま
す

▽
都
市
計
画
税
は
減
額
措
置
の
対
象

に
な
り
ま
せ
ん
。

問
合　
税
務
課
固
定
資
産
税
係
（
市

役
所
１
階
７
番
窓
口
）

コンビニで市税の納付が可能に！
土日、夜間なども利用できます

固定資産税（償却資産）の
実地調査を行っています
税務課職員が事業所を訪問し

書類を確認させていただく場合があります 　市から送付している市府民税（普通徴収）、固定資産税・都市計
画税の納税通知書（納付書）は、今年からコンビニエンスストア
で納付ができるようになりました。土・日曜日、夜間も納付でき
ますのでご利用ください。納付の際は、納付書に記載されている「期
別」と「納期限」をご確認ください。
　軽自動車税の納税通知書（納付書）、納期限内に納付のない人に
送付している各税目ごとの督促状も、従来どおりコンビニエンス
ストアで納付できます。
　ただし、いずれも、１枚の納付書につき納付金額が 30 万円以内
でバーコードが印刷されているものに限りますのでご注意くださ
い。
問合　税務課納税係（市役所１階７番窓口）

　市内で工場や商店などを経営し、その事業の
ために機械・装置、器具・備品などの事業用資
産（償却資産）を所有している人は、毎年１月
１日現在の資産の状況を市に申告しなければな
りません。
　市では、市内事業所にこれらの事業用資産の
状況を確認するため、調査を随時行っています。
　税務課職員が事業所を訪問し、帳簿書類（固
定資産台帳、決算書類および法人税（所得税）
の申告書など）を確認する場合があります。ご
協力をお願いします。
問合　税務課固定資産税係（市役所１階７番窓
口）

バ
リ
ア
フ
リ
ー
改
修
工
事
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▷固定資産税減額




